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議案第１号

むつ市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱を廃止する訓令

むつ市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱を廃止する訓令を制定したいの

で、むつ市教育委員会事務委任規則第１条第９号の規定により教育委員会の議決を

求める。

令和３年５月２７日

むつ市教育委員会教育長 阿 部 謙 一

提案理由

むつ市地域学校協働本部設置要綱（令和３年むつ市教育委員会訓令甲第３号）が

制定されたことに伴い、むつ市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱（平成２９

年むつ市教育委員会訓令甲第３号）を廃止するためのものである。
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むつ市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱を廃止する訓令

令 和 年 月 日 公 表

むつ市教育委員会訓令甲第 号

むつ市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱（平成２９年むつ市教育委員会訓

令甲第３号）は、廃止する。

附 則

この訓令は、令和３年６月１日から施行する。

-2-



議案第２号

工事計画の策定

中央公民館照明器具ＬＥＤ化工事について、むつ市教育委員会事務委任規則第１

条第８号の規定により教育委員会の承認を求める。

令和３年５月２７日

むつ市教育委員会教育長 阿 部 謙 一

提案理由

本案は、平成４年に竣工した後２８年を経過した中央公民館の照明器具について、

経費削減と環境負荷の低減を目的としてＬＥＤ化を図るためのものである。
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１ 事業概要

平成４年に竣工した後２８年を経過した中央公民館の照明器具について、経

費削減と環境負荷の低減を目的としてＬＥＤ化を図るためのものである。

２ 対象場所

むつ市中央公民館（講堂舞台照明設備は除く）

３ 改修工事スケジュール

令和３年 ８月中旬 競争入札 契約締結

令和３年 ８月中旬 ～ 令和４年 ３月末 工事契約期間
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報告第１号

臨時代理した事項の報告について

臨時代理した第二田名部小学校空調改修計画について、むつ市教育委員会事務委

任規則第３条第２項の規定により、教育委員会に報告する。

令和３年５月２７日

むつ市教育委員会教育長 阿 部 謙 一

提案理由

昭和５０年の建設当時から使用している設備の経年劣化が確認されるため改修が

必要であり、特に電気設備のキュービクル内のトランスは実用耐用年数を経過して

いる状態にある。このことから、事業費として学校施設環境改善交付金を活用し、

キュービクル及び冷暖房設備等の整備を早急に実施する必要があったため、むつ市

教育委員会事務委任規則第３条により臨時代理したものである。

-5-



むつ市教育委員会臨時代理第３号

臨 時 代 理 書

むつ市教育委員会事務委任規則第３条の規定により、次のとおり臨時代理する。

令和３年４月３０日

むつ市教育委員会教育長 阿 部 謙 一
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第二田名部小学校空調改修計画

１ 事業概要

昭和５０年の建設当時から使用している設備の経年劣化が確認されるため改修

が必要であり、特に電気設備のキュービクル内のトランスは実用耐用年数を経過

している状態にある。このことから、事業費として学校施設環境改善交付金を活

用し、キュービクル及び冷暖房設備等の整備を実施する。

２ 対象場所

職員室、保健室、特別支援教室、給食調理室及び屋内運動場

３ 事業スケジュール

令和３年 ４月 ６月補正予算要求

令和３年 ７月下旬 入札、契約

令和４年 ２月下旬 工事完了
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報告第２号

臨時代理した事項の報告について

臨時代理した令和３年度むつ市一般会計補正予算案の提出について、むつ市教育

委員会事務委任規則第３条第２項の規定により、教育委員会に報告する。

令和３年５月２７日

むつ市教育委員会教育長 阿 部 謙 一

提案理由

昭和５０年の建設当時から使用している設備の経年劣化が確認されるため改修が

必要であり、特に電気設備のキュービクル内のトランスは実用耐用年数を経過して

いる状態にある。このことから、事業費として学校施設環境改善交付金を活用し、

キュービクル及び冷暖房設備等の整備を早急に実施する必要があったため、むつ市

教育委員会事務委任規則第３条により臨時代理したものである。
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むつ市教育委員会臨時代理第４号

臨 時 代 理 書

むつ市教育委員会事務委任規則第３条の規定により、次のとおり臨時代理する。

令和３年５月１０日

むつ市教育委員会教育長 阿 部 謙 一
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第二田名部小学校空調改修計画に係る補正予算

１ 事業概要

昭和５０年の建設当時から使用している設備の経年劣化が確認されるため改修

が必要であり、特に電気設備のキュービクル内のトランスは実用耐用年数を経過

している状態にある。このことから、事業費として学校施設環境改善交付金を活

用し、キュービクル及び冷暖房設備等の整備を実施する。

２ 対象場所

職員室、保健室、特別支援教室、給食調理室及び屋内運動場

３ 事業スケジュール

令和３年 ４月 ６月補正予算要求

令和３年 ７月下旬 入札、契約

令和４年 ２月下旬 工事完了
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